第２号様式（第１０条関係）
（表）
誓 約 書
年　　月　　日
海老名市長　あて
	申請者

	住所
	〒　　　-

	
	海老名市

	ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名
（法人名・代表者名）
	

	
	



私は、申請内容が次の各号のいずれにも該当することを誓約します。また、申請に関する審査のため、申請者について、海老名市が保有する公簿等により個人情報（住民基本台帳、家屋課税台帳等）及び市税等の納付状況等を取得することに同意します。

１　申請者
(１)　専用住宅の賃貸人であること。なお、次に掲げる場合は、賃貸人であって、当該補助事業の実施についてそれぞれ次に定めるものの承諾を得ているものであること。
ア　補助対象住宅の賃貸人が補助対象住宅の所有者（専用住宅が数人の共有に属する
ときは、その共有者）でない場合は、補助対象住宅の所有者（補助対象住宅が共有
のときは、その共有者全員）
イ　補助対象住宅が共有の場合において、補助対象住宅の賃貸人がその共有者である
ときは、補助対象住宅の他の共有者
(２)　市税等を滞納していないこと。
(３)　暴力団関係者ではないこと。

２　専用住宅
(１)　市の区域内にある住宅であること。
(２)　専用住宅として神奈川県に登録されている住宅であること。
(３)　次条第３号アからウまでに該当する世帯が入居する場合は、その住戸の床面積の規模
は、４０平方メートル以上であること。ただし、入居世帯がひとり親世帯（子ども（１
８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある者）を養育している者が１人及
び子どもが少なくとも１人属する世帯をいう。）である場合は、この限りではない。

　３　入居者
(１)　住宅確保要配慮者であること。
(２)　海老名市に引き続き１年以上居住（住宅確保要配慮者と同居する１歳未満の子ども
及び住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等であって市長がやむを得ないと認める
ものを除く。）していること。
(３)　世帯の所得（公営住宅法施行令第１条第３号に定める収入の例により算出した額）（裏）

が、１５万８千円以下であること。ただし、次のア、イに該当する世帯にあっては
２１万４千円以下、ウに該当する世帯にあっては２５万９千円以下であること。
　ア　子ども（１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある者。以下同じ。）又は妊娠している者がいる世帯
　イ　配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の
予約者を含む。）を得て５年以内の世帯
　ウ　同居者に１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯
(４)　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１４条に規定する住宅扶助、生活困窮者
自立支援法（昭和２５年法律第１０５号）第３条第３項に規定する生活困窮者住居確保
給付金その他住宅支援に関する給付金を受けていないこと。
(５)　低廉化補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）の親族でないこ
と。
(６)　入居日時点で申請者が所属する法人等の職員及び従業員でないこと。
(７)　海老名市暴力団排除条例（平成２２年条例第４３号）第２条第２号に掲げる暴力団、
同条第４号に掲げる暴力団員等又は同条第５号に掲げる暴力団経営支配法人等に該当す
る者でないこと。
(８)　住宅を所有していないこと。

　４　賃貸借契約
(１)　申請者は、入居者を原則として公募し、抽選その他公正な方法により選定しなければならない。
(２)　申請者は、第１０条第２項の規定により補助金交付決定通知書が交付された後に入居
予定者と賃貸借契約を締結するものとする。
(３)　申請者は、入居者が不正な行為によって専用住宅に入居したときは、当該住宅に係る
賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とするものとする。
(４)　申請者は、次に掲げる場合を除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領する
ことその他入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならないものとする。
ア　毎月その月分の家賃を受領する場合
イ　家賃の３月分を超えない額の敷金を受領する場合
(５)　申請者は、入居者に当該住宅を居住の目的で使用させるものとする。
(６)　申請者に交付される１月当たりの低廉化補助金は、賃貸借契約に基づき入居者が支払
うべき家賃の一部とみなし、申請者は入居者から家賃低廉化後の額（当該契約家賃から
当該補助金の額を減じて得た額をいう。）を徴収するものであることを当該賃貸借契約
において定めるものとする。
